
　伊万里市制施行 60 周年を迎え、より身近に市
の歴史に触れていただくため、伊万里市史の販売
価格を安く改定しました。たいへん求めやすくなっ
ていますので、この機会にぜひご購入ください。
● 改定日　11 月１日
● 新価格　１冊 2,500 円（旧価格 5,000 円）
● 販売所　情報広報課市民サービス係、市民図書

館、市歴史民俗資料館、市文化財調査室、伊万
里・有田焼伝統産業会館、有田町歴史民俗資料
館、北九州中国書店、六一書房（ネット販売）

● 問合先　情報広報課市民サービス係
（ 　☎㉓２１３３）

ス
パ
ラ
ガ
ス
、
梨
な
ど
。
緑
鮮
や

か
な
色
と
、
ま
ろ
や
か
な
う
ま
み
、

後
か
ら
く
る
ほ
ど
よ
い
辛
み
が
特

徴
で
す
。
今
回
は
、
全
国
60
点
の

応
募
の
中
か
ら
見
事
グ
ラ
ン
プ
リ

に
輝
き
ま
し
た
。

秋
の
叙
勲
受
章

　

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

　
11
月
３
日
付
け
で
、
秋
の
叙
勲

が
発
令
さ
れ
ま
し
た
。
市
内
の
受

章
者
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

叙 

勲

経
済
産
業
省
感
謝
状

▼
加
茂
英
秋
さ
ん
（
南
波
多
町
）

▼
小
池
和か

ず
え
い榮

さ
ん
（
二
里
町
）

　
元
公
立
小
学
校
長

▼
大
町
八や

ち

よ

千
代
さ
ん
（
脇
田
町
）

　
民
生
・
児
童
委
員

瑞
宝
単
光
章

瑞
宝
双
光
章

平
成
26
年
度 

統
計
功
績
者
表
彰
受
賞
者 

　
11
月
11
日
、
市
役
所
で
伊
万

里
市
教
育
委
員
会
表
彰
が
あ
り

ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
文
化
の
日
に
ち
な

ん
で
、
教
育
や
学
術
文
化
、
体

育
の
向
上
に
大
き
く
貢
献
し
た

人
に
対
し
、
市
教
育
委
員
会
が

毎
年
表
彰
を
行
っ
て
い
る
も
の

で
、
今
回
次
の
９
人
が
受
賞
し

ま
し
た
。

【
学
校
教
育
】

▼
松
本
　
定

さ
だ
む
さ
ん
（
二
里
町
）

▼
池
田
信の

ぶ

也や

さ
ん
（
　
〃
　
）

▼
市
丸
広ひ

ろ
つ
ぐ次
さ
ん
（
波
多
津
町
）

▼
大
串
和
彦
さ
ん
（
有
田
町
）

【
文
化
振
興
】

▼
小
笠
原 

嶐
た
か
し
さ
ん
（
大
川
内
町
）

▼
森
戸
吉
昭
さ
ん
（
黒
川
町
）

【
社
会
教
育
】

▼
岩
永
孝
雄
さ
ん
（
南
波
多
町
）

▼
松
永
真し

ん

治じ

さ
ん
（
山
代
町
）

【
社
会
体
育
】

▼
生し

ょ
う

嶋じ
ま

　
浩こ

う

さ
ん
（
黒
川
町
）

市
教
育
委
員
会
表
彰

↑
市
教
育
委
員
会
の
表
彰
を
受
け
た

受
賞
者
の
皆
さ
ん

危
険
業
務
従
事
者
叙
勲

▼
峯
　
茂し

げ
ま
さ正
さ
ん
（
立
花
町
）

　
元
准
海
尉

瑞
宝
単
光
章

← 伊万里市史
    （全 11 巻）

『
伊
万
里
グ
リ
ー
ン
カ
レ
ー
』

グ
ラ
ン
プ
リ
受
賞

　
Ｊ
Ａ
伊
万
里
小
ね
ぎ
部
会
の
『
伊

万
里
グ
リ
ー
ン
カ
レ
ー
』
が
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
『
き
ょ
う
の
料
理
ク
ッ
キ
ン

グ
コ
ン
テ
ス
ト
２
０
１
４
（
じ
も

と
盛
り
上
げ
料
理
部
門
）』
で
グ
ラ

ン
プ
リ
を
受
賞
し
、
11
月
17
日
、

塚
部
市
長
に
報
告
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
農
作
物
を
出
荷
す
る

際
に
見
栄
え
が
悪
い
な
ど
の
理
由

で
廃
棄
さ
れ
る
農
作
物
が
『
も
っ

た
い
な
い
』
と
い
う
発
想
か
ら
、

小
ね
ぎ
部
会
の
女
性
部
を
中
心
に
、

１
年
以
上
か
け
て
考
案
さ
れ
た
も

の
で
す
。
具
材
は
、
伊
万
里
産
の

小
ね
ぎ
を
は
じ
め
、
玉
ね
ぎ
や
ア

↑塚部市長に受賞の喜びを報告するＪＡ伊万里
小ねぎ部会の皆さん

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ク
ッ
キ
ン
グ
コ
ン
テ
ス
ト

伊万里市史 が
求めやすくなりました

：このマークが付いている記事は、市のホームページでもご覧になれます。 伊万里市役所 検索 62014.12



▽
市
長
そ
の
他
特
別
職

　
前
田
　
和
人
さ
ん
（
二
里
町
）

▽
市
議
会
議
員
、
県
議
会
議
員

　
福
田
　
喜き

一い
ち

さ
ん
（
東
山
代
町
）

　
田
中
　
啓け

い

三ぞ
う

さ
ん
（
二
里
町
）

　
占し

め

野の

　
秀
男
さ
ん
（
大
坪
町
）

　
髙
木
　
久
彦
さ
ん
（
山
代
町
）

　
堀
　
　
良
夫
さ
ん
（
二
里
町
）

　
竹
内
　
和
教
さ
ん
（
松
島
町
）

　
中
倉
　
政
義
さ
ん
（
東
山
代
町
）

　
岡
口
　
重
文
さ
ん
（
大
川
町
）

▽
教
育
文
化
関
係

　
久
我
　
俊と

し

郎ろ
う

さ
ん
（
脇
田
町
）

　
岩
永
憲け

ん

一い
ち

良ろ
う

さ
ん
（
立
花
町
）

　
栗
原
　
　
崇
さ
ん
（
伊
万
里
町
）

　
下
平
　
悦
也
さ
ん
（
大
川
内
町
）

　
水
上
　
忠
弘
さ
ん
（
山
代
町
）

　
川
田
　
　
宏
さ
ん
（
二
里
町
）

　
尾
形
洋
一
郎
さ
ん
（
立
花
町
）

　
吉
武
幾
二
郎
さ
ん
（
山
代
町
）

　
金
子
　
義
弘
さ
ん
（
山
代
町
）

　
栁や

な

ケが

瀬せ

尚
人
さ
ん
（
大
川
内
町
）

　
髙
瀬
　
圭
二
さ
ん
（
大
川
町
）

　
小
野
　
龍た
つ

久ひ
さ

さ
ん
（
山
代
町
）

　
川
久
保
豐と

よ

子こ

さ
ん
（
山
代
町
）

▽
そ
の
他
市
政
に
対
し
顕
著
な
功
績

が
あ
っ
た
者

　
三
浦
　
哲の

り

彥ひ
こ

さ
ん
（
佐
賀
市
）

　
力
武
　
博
典
さ
ん
（
二
里
町
）

　
弘
川
　
勝
彦
さ
ん
（
山
代
町
）

　
松
本
　
政ま

さ

吉よ
し

さ
ん
（
松
島
町
）

　
山
下
　
剛つ

よ

司し

さ
ん
（
大
坪
町
）

　
池
田
　
晴
男
さ
ん
（
南
波
多
町
）

　
高
森
　
　
保
さ
ん
（
新
天
町
）

　
川
久
保
好よ

し

喜き

さ
ん
（
山
代
町
）

　
池
田
浩
一
郎
さ
ん
（
伊
万
里
町
）

▽
多
額
の
金
品
寄
付
者

　
株
式
会
社
名
村
造
船
所

　（
代
表
取
締
役
社
長  

名
村
建
介
）

↑市政功労者・善行者の表彰

　
市
政
功
労
者

　
善
行
者

↑式典終了後に行われた市政功労者・善行者の記念撮影

市政功労者・善行者表彰

　
吉
田
　
洋
一
さ
ん
（
大
川
内
町
）

　
原
　
　
國く

に

義よ
し

さ
ん
（
脇
田
町
）

　
岩
渕
　
　
守
さ
ん
（
脇
田
町
）

　
馬
場
　
敏
夫
さ
ん
（
立
花
町
）

　
井
手
　
民
夫
さ
ん
（
脇
田
町
）

　
藤
間
貴き

美み

寿じ
ゅ

さ
ん
（
蓮
池
町
）

　
杵き

ね

屋や

佐さ

多た

勝か
つ

さ
ん
（
伊
万
里
町
）

　
伊
万
里
市
文
化
連
盟

　
伊
万
里
市
青
少
年
団
体
連
絡
協
議
会

　
諸
石
　
秀
子
さ
ん
（
瀬
戸
町
）

　
田
尻
　
清
和
さ
ん
（
山
代
町
）

　
徳
永
　
政ま

さ

敬の
り

さ
ん
（
立
花
町
）

▽
産
業
・
建
設
関
係

　
今
泉
　
清
美
さ
ん
（
東
山
代
町
）

　
田
中
　
光
夫
さ
ん
（
大
川
町
）

　
岩
永
　
利
明
さ
ん
（
立
花
町
）

　
力
武
　
文
雄
さ
ん
（
二
里
町
）

　
浦
川
　
量か

ず

人と

さ
ん
（
二
里
町
）

▽
社
会
福
祉
関
係

　
前
田
　
國く

に
よ
し

さ
ん
（
伊
万
里
町
）

　
安や

す

並な
み

　
彌や

生よ
い

さ
ん
（
脇
田
町
）

　
前
田
　
正
義
さ
ん
（
東
山
代
町
）

　
森
戸
　
吉
昭
さ
ん
（
黒
川
町
）

　
野
口
　
マ
リ
さ
ん
（
大
川
内
町
）

　
外ほ

か

園ぞ
の

　
　

よ
う

さ
ん
（
東
山
代
町
）

　
池
田
シ
ゲ
子
さ
ん
（
二
里
町
）

　
多
久
島
レ
イ
子
さ
ん（
東
山
代
町
）

　
故
・
堀
　
英
作
さ
ん
（
基
山
町
）

　
原
　
　
義
治
さ
ん
（
新
天
町
）

　
中
村
　
重
德
さ
ん
（
大
坪
町
）

▽
衛
生
関
係

　
犬
塚
　
玲
子
さ
ん
（
瀬
戸
町
）

　
小
島
　
伸
彦
さ
ん
（
南
波
多
町
）

　
日
髙
　
重
幸
さ
ん
（
松
島
町
）

　11月３日、市民センターで『伊万里市制施行 60周年
記念式典』が開催されました。この日、市の発展に寄与
された市政功労者（60個人、2団体）と、市民の模範と
なる善行者（1団体）の表彰が行われました。なお、受
賞者は下記のとおりです。
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確
定
申
告
の
際
に
添
付
が
必
要
な

国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
証

明
書
（
は
が
き
）
を
、
平
成
27
年
１

月
下
旬
に
納
付
者
に
郵
送
し
ま
す
。

※
納
付
証
明
書
に
記
載
す
る
金
額

は
、
平
成
26
年
中
に
普
通
徴
収

（
口
座
振
替
お
よ
び
納
付
書
）
で

納
付
し
た
国
民
健
康
保
険
税
、

介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
で
す
。

※
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
が

あ
る
人
は
、
日
本
年
金
機
構
か

ら
送
付
さ
れ
る
源
泉
徴
収
票
に

記
載
さ
れ
た
額
と
、
今
回
、
市

か
ら
郵
送
す
る
納
付
証
明
書
の

額
を
合
算
し
て
確
定
申
告
を
し

て
く
だ
さ
い
。

●

問
合
先

▽
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

　
税
務
課
収
納
対
策
室

　（
　
☎
㉓
２
１
５
２
）

▽
介
護
保
険
料
に
つ
い
て

　
長
寿
社
会
課
介
護
給
付
係

　（
　
☎
㉓
２
１
５
４
）

▽
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ

い
て

　
長
寿
社
会
課
医
療
保
険
係

　（
　
☎
㉓
２
１
５
３
）

お知らせします高額医療・高額介護合算療養費制度

① 現役並み所得者・・同一世帯に課税所得 145 万円以上の所得がある 70 歳以上の人
　 上位所得者・・・・基礎控除後の総所得金額が 600 万円を超える世帯など
② 一　般・・・・・・①、③、④以外の人
③ 低所得者Ⅱ・・・・世帯員全員が市町村民税非課税の人
④ 低所得者Ⅰ・・・・③のうち、世帯員全員の所得が一定基準以下の人
　　　　　　　　　　（年金収入 80 万円以下など）

▷次に該当する人は、申請の対象となる旨のお知らせができない場合がありますので、上記の支給要件を参

考にして、支給対象となるか確認してください。具体的な手続きや不明な点は、問合先へ相談してください。

　　◆平成 25年８月から平成 26年７月末までの間に、
　　　・市町を越える転居をされた人
　　　・他の医療保険制度から国民健康保険または後期高齢者医療制度に移られた人

▷被用者保険（国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の健康保険）に加入している人にはお知らせが届きません。

所得区分 後期高齢者医療制度
＋介護保険

国保・健康保険など
＋介護保険（70〜74 歳）

国保・健康保険など
＋介護保険（70 歳未満）

① 現役並み所得者
　（上位所得者） 67 万円 67 万円 126 万円

② 一　般 56 万円 56 万円   67 万円

③ 低所得者Ⅱ 31 万円 31 万円   34 万円

④ 低所得者Ⅰ 19 万円 19 万円

●問合先　国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の人は、長寿社会課医療保険係（ 　☎㉓２１５３）
　　　　　国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入の人は、長寿社会課介護給付係（　 ☎㉓２１５４）

※住民税非課税世帯が条件

▷高額医療・高額介護合算療養費制度とは
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、各医療保険の世帯ごとに、１年間に

支払った医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給するものです。

▷支給要件・支給額は
各医療保険の世帯ごとに、平成 25 年８月から平成 26 年７月末までに支払った医療保険・介護保険の自己負担

額が次（下表）の基準額を超えた場合に、その超えた額を支給します。

※【下表の金額＋500円】が基準額で、自己負担額がその基準額を超える場合に【自己負担額－基準額】を支給します。

支給対象者へのお知らせ・申請手続きについての留意点

　支給対象となる被保険者の皆さんには、今月中にお知らせする予定です。お知らせが届いたら、長寿社会課で申請

してください。なお、お知らせが届いてから２年を過ぎると申請ができなくなりますので、早めに手続きしてください。

国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険

料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

納
付
証
明
書
を郵

送
し
ま
す

※お詫びと訂正　平成26年11月号広報伊万里に掲載した『平成27年度入園児申し込み受け付けます！』
の記事（７ページ）中下段の表中『託児所こどもの森 Pooh』の電話番号に誤りがありました。ご迷惑
をおかけしましたことをお詫びして、訂正いたします。　【誤】㉕９２１３ →【正】㉕９１２３
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70 歳未満の人の自己負担限度額が変わります
●問合先　長寿社会課医療保険係（ 　☎㉓２１５３）

　国の制度改正に伴い、平成 27 年１月１日から、70 歳未満の高額療養費の自己負担限度額が下記のように変わ

ります。限度額適用・標準負担額減額認定証を持っている人には、12 月下旬までに新しい区分の認定証を送付し

ます（国民健康保険税の未納がある場合、送付されないことがあります）。

高額療養費制度

適用
区分 所得区分 ３回目まで ４回目以降

Ａ

上位所得者

（旧ただし書
き所得【注】
が 600 万円
を超える）

150,000 円

※ 医療費が 500,000
円 を 超 え た 場 合
は、その超えた分
の１㌫を加算する

83,400 円

Ｂ 一　般

80,100 円

※ 医療費が 267,000
円 を 超 え た 場 合
は、その超えた分
の１㌫を加算する

 44,400 円

Ｃ
住民税非課
税世帯

35,400 円  24,600 円

適用
区分 所得区分 ３回目まで ４回目以降

ア
旧ただし書き所
得 が 901 万 円
を超える

252,600 円

※医療費が 842,000 円を超
えた場合は、その超えた
分の１㌫を加算する

140,100 円

イ

旧ただし書き所
得 が 600 万 円
を 超 え 901 万
円以下

167,400 円

※医療費が 558,000 円を超
えた場合は、その超えた
分の１㌫を加算する

  93,000 円

ウ

旧ただし書き所
得 が 210 万 円
を 超 え 600 万
円以下

80,100 円

※医療費が 267,000 円を超
えた場合は、その超えた
分の１㌫を加算する

  44,400 円

エ

旧ただし書き所
得 が 210 万 円
以下（住民税非
課税世帯を除く）

57,600 円   44,400 円

オ
住民税非課税
世帯

35,400 円   24,600 円

【自己負担限度額（月額）】現行 変更後（平成 27 年１月から）

⇒

【注】『旧ただし書き所得』は、基礎控除後の総所
得金額などのこと

　

昭
和
39
年
に
映
画
化
も
さ
れ

た
石
原
裕
次
郎
と
浅
丘
ル
リ
子

の
デ
ュ
エ
ッ
ト
曲
『
夕
陽
の
丘
』

の
一
節
。「
夕
陽
の
丘
の
ふ
も

と
行
く　

バ
ス
の
車
掌
の
襟
ぼ

く
ろ　

わ
か
れ
た
人
に
生
き
写

し　

な
ご
り
が
辛つ

ら

い
た
び
ご
こ

ろ
♪　

…
い
く
つ
か
越
え
た
北

の
町
…
♪
」
と
あ
る
よ
う
に
、

田
舎
道
を
の
ど
か
に
走
る
当
時

の
バ
ス
に
は
、
哀
愁
を
感
じ
る

風
情
が
あ
り
ま
し
た
。

　

マ
イ
カ
ー
が
少
な
か
っ
た
時

代
、
バ
ス
は
移
動
に
欠
か
せ
な

い
乗
り
物
で
、
女
性
の
車
掌
さ

ん
が
乗
務
し
て
い
ま
し
た
。
私

は
高
校
時
代
、
バ
ス
で
デ
コ
ボ

コ
し
た
砂
利
道
に
揺
ら
れ
な
が

ら
、
片
道
１
時
間
か
け
て
通
学

し
て
い
ま
し
た
。
し
か
も
、
今

と
違
っ
て
、
満
員
で
立
ち
っ
ぱ

な
し
で
す
。『
赤
尾
の
豆
単
』（
英

語
辞
書
）を
片
手
に
英
単
語
を
暗

記
し
な
が
ら
、
車
掌
さ
ん
を
チ

ラ
ッ
と
見
た
り
…
。
バ
ス
に
は
、

い
ろ
い
ろ
な
思
い
出
が
あ
り
ま

す
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
暗

記
し
た
英
単
語
は
忘
れ
て
し
ま

い
、
こ
ん
な
こ
と
な
ら
、
車
掌

さ
ん
だ
け
見
て
お
け
ば
良
か
っ

た
、
と
懐
か
し
く
思
い
ま
す
。

　

現
在
は
、
バ
ス
事
業
に
と
っ

て
厳
し
い
時
代
と
な
り
ま
し
た
。

車
社
会
の
到
来
や
、
少
子
化
で

通
学
生
が
減
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

路
線
バ
ス
は
閑
散
と
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
平
成
17

年
１
月
、
市
街
地
を
ぐ
る
ぐ
る
回

る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
を
始
め

ま
し
た
。
き
っ
か
け
は
、
立
花
台

に
住
む
高
齢
者
か
ら
、
買
い
物
や

通
院
で
ま
ち
な
か
に
行
く
に
も

坂
が
あ
っ
て
不
便
だ
か
ら
、
ス

ム
ー
ズ
な
移
動
が
出
来
な
い
か
、

と
い
う
相
談
で
し
た
。
そ
の
こ

ろ
、
路
線
バ
ス
に
は
市
役
所
循
環

線
が
あ
り
ま
し
た
が
、
利
用
者
が

少
な
く
、
赤
字
分
は
市
が
負
担
し

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
路

線
バ
ス
を
廃
止
し
、
利
用
し
や
す

く
、
買
い
物
や
通
院
に
も
便
利
な

バ
ス
を
運
行
し
よ
う
と
考
え
た

の
が
、『
い
ま
り
ん
バ
ス
（
市
街

地
線
）』
で
す
。
バ
ス
停
も
、
35

か
所
に
設
置
し
ま
し
た
。

　

い
ま
り
ん
バ
ス
は
人
気
で
、

周
辺
住
民
か
ら
要
望
が
相
次
ぎ
、

今
で
は
郊
外
線
、
地
域
線
と
、

市
内
全
域
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

バ
ス
に
乗
る
と
、
高
い
目
線
か

ら
外
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
、

何
よ
り
安
心
感
が
あ
り
ま
す
。

　

い
ま
り
ん
バ
ス
が
生
ま
れ

て
、
も
う
す
ぐ
10
年
。
乗
客
数

は
、
す
で
に
50
万
人
を
突
破
し

て
い
ま
す
。
た
ま
に
は
、
の
ん

び
り
と
夕
陽
の
丘
を
走
る
バ
ス

に
乗
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
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